
令
和

５
年

第
５

回
川

崎
市

議
会
定

例
会

請
 願

 陳
 情

 文
 書

 表

（
そ

の
１

）
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請
願

文
書

表

受
理
番
号
 

受
理
年
月
日
 

件
 

 
名
 

請
 願

 提
 出

 者
 

紹
 介

 議
 員

 
要
 
 

 
旨
 

付
託
委
員
会
 

13
 

5.
11
. 
29

高
齢
者
外
出
支
援
に
関
す

る
請
願
 

川
崎
区
 

全
日
本
年
金
者
組
合
川

崎
市
支
部
協
議
会
 

副
議
長
 

ほ
か
 8
83

名
 

宗
 
田
 
裕
 
之
 

高
齢
者
外
出
支
援
事
業
と
し
て
、
現
行
の
「
高
齢
者

フ
リ
ー
パ
ス
」
方
式
（
１
か
月

1,
00
0
円
）
と
「
高
齢

者
特
別
乗
車
証
明
書
」
に
よ
る
半
額
方
式
を
維
持
す
る

こ
と
。
 

健
康
福
祉
 

委
員
会
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陳
 
 
 
情

文
書

表
 

受
理
番
号
 
受
理
年
月
日
 

件
 

 
名
 

陳
 情

 提
 出

 者
 

要
 

 
 
旨
 

付
託
委
員
会
 

37
 

5.
10
. 
27

「
最
低
賃
金
の
改
善
と
中

小
企
業
支
援
の
拡
充
を
求

め
る
意
見
書
」
の
採
択
を

求
め
る
陳
情
 

横
浜
市
中
区
 

神
奈
川
県
労
働
組
合
総
連
合
 

議
長
 

 
労
働
基
準
法
は
第
１
条
で
「
労
働
条
件
は
、
労
働
者
が
人
た
る
に
値

す
る
生
活
を
営
む
た
め
の
必
要
を
充
た
す
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
し
て
お
り
、
最
低
賃
金
法
第
９
条
は
、「

労
働
者
が
健
康
で
文

化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
」
に
す
る
と
し

て
い
ま
す
。
 

川
崎
市
議
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
最
低
賃
金
を
抜
本
的
に
引
き
上

げ
る
こ
と
、
中
小
企
業
支
援
策
の
拡
充
を
実
現
す
る
た
め
、
国
に
対
し

て
意
見
書
を
提
出
す
る
よ
う
陳
情
し
ま
す
。
 

総
務
委
員
会
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受
理
番
号
 
受
理
年
月
日
 

件
 

 
名
 

陳
 情

 提
 出

 者
 

要
 

 
 
旨
 

付
託
委
員
会
 

38
 

5.
11
. 
17

安
全
・
安
心
の
医
療
・
介

護
実
現
の
た
め
人
員
増
と

処
遇
改
善
を
求
め
る
陳
情
 

横
浜
市
中
区
 

神
奈
川
県
医
療
労
働
組
合
連

合
会
 

執
行
委
員
長
 

下
記
の
事
項
に
つ
き
、
地
方
自
治
法
第
99
条
に
基
づ
く
国
に
対
す
る

意
見
書
を
決
議
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
陳
情
い
た
し
ま
す
。
 

１
 
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介
護
を
実
現
す
る
た
め
、
医
師
・
看
護
師
・

介
護
職
員
な
ど
の
配
置
基
準
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
大
幅
に
増
員
す

る
こ
と
。
ま
た
、
安
定
し
た
人
員
確
保
の
た
め
に
も
、
ケ
ア
労
働
者

の
賃
上
げ
を
支
援
す
る
こ
と
。
 

２
 
医
療
や
介
護
現
場
に
お
け
る
「
夜
勤
交
替
制
労
働
」
に
関
わ
る
労

働
環
境
を
抜
本
的
に
改
善
す
る
こ
と
。
 

①
労
働
時
間
の
上
限
規
制
や
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
確
保
、
夜
勤
回

数
の
制
限
な
ど
、
労
働
環
境
改
善
の
た
め
の
規
制
を
設
け
、
実
効

性
を
確
保
す
る
た
め
の
財
政
的
支
援
を
行
う
こ
と
。
 

②
夜
勤
交
替
制
労
働
者
の
週
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
。
 

③
介
護
施
設
や
有
床
診
療
所
等
で
行
わ
れ
て
い
る
１
人
夜
勤
体
制
を

無
く
し
、
複
数
夜
勤
体
制
と
す
る
こ
と
。
 

３
 
新
た
な
感
染
症
や
災
害
対
策
に
備
え
る
た
め
、
公
立
・
公
的
病
院

を
拡
充
・
強
化
し
、
保
健
所
の
増
設
な
ど
公
衆
衛
生
体
制
を
拡
充
す

る
こ
と
。
 

４
 
患
者
・
利
用
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
。
 

健
康
福
祉
 

委
員
会
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受
理
番
号
 
受
理
年
月
日
 

件
 

 
名
 

陳
 情

 提
 出

 者
 

要
 

 
 
旨
 

付
託
委
員
会
 

39
 

5.
11
. 
17

国
民
の
い
の
ち
と
健
康
を

守
る
た
め
、
政
府
の
責
任

で
医
療
・
介
護
施
設
へ
の

支
援
を
拡
充
し
す
べ
て
の

ケ
ア
労
働
者
の
賃
上
げ
や

人
員
増
を
求
め
る
陳
情
 

横
浜
市
中
区
 

神
奈
川
県
医
療
労
働
組
合
連

合
会
 

執
行
委
員
長
 

下
記
の
事
項
に
つ
き
、
地
方
自
治
法
第
99
条
に
基
づ
く
国
に
対
す
る

意
見
書
を
決
議
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
陳
情
い
た
し
ま
す
。
 

１
 
医
療
や
介
護
現
場
で
働
く
全
て
の
ケ
ア
労
働
者
の
賃
上
げ
と
人
員

配
置
増
に
つ
な
げ
る
よ
う
、
診
療
報
酬
と
介
護
報
酬
を
抜
本
的
に
引

き
上
げ
る
臨
時
改
定
を
実
施
す
る
こ
と
。
 

２
 
全
て
の
医
療
機
関
や
介
護
施
設
に
行
き
渡
る
物
価
高
騰
支
援
策
を

拡
充
す
る
こ
と
。
 

健
康
福
祉
 

委
員
会
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受
理
番
号
 
受
理
年
月
日
 

件
 

 
名
 

陳
 情

 提
 出

 者
 

要
 

 
 
旨
 

付
託
委
員
会
 

40
 

5.
11
. 
17

介
護
保
険
制
度
の
改
善
、

介
護
従
事
者
の
処
遇
改
善

を
求
め
る
陳
情
 

横
浜
市
中
区
 

神
奈
川
県
医
療
労
働
組
合
連

合
会
 

執
行
委
員
長
 

下
記
の
事
項
に
つ
き
、
地
方
自
治
法
第
99
条
に
基
づ
く
国
に
対
す
る

意
見
書
を
決
議
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
陳
情
い
た
し
ま
す
。
 

１
 
社
会
保
障
費
を
大
幅
に
増
や
し
、
必
要
な
と
き
に
必
要
な
介
護
が

保
障
さ
れ
る
よ
う
、
介
護
保
険
料
、
利
用
料
、
居
住
費
・
食
費
の
負

担
軽
減
、
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
な
ど
、
介
護
保
険
制
度
の
抜
本
的
な
見

直
し
を
行
う
こ
と
。
 

２
 
利
用
料
２
割
負
担
の
対
象
者
の
拡
大
、
要
介
護
１
・
２
の
保
険
給

付
外
し
（
総
合
事
業
へ
の
移
行
）
な
ど
、
介
護
保
険
の
利
用
に
新
た

な
困
難
を
も
た
ら
す
見
直
し
を
実
施
し
な
い
こ
と
。
 

３
 
介
護
報
酬
を
大
幅
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。
そ
の
際
は
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
、
利
用
料
負
担
の
軽
減
な
ど
の
対
策

を
講
じ
る
こ
と
。
 

４
 
全
額
公
費
に
よ
り
、
全
て
の
介
護
従
事
者
の
給
与
を
全
産
業
平
均

ま
で
早
急
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。
介
護
従
事
者
を
大
幅
に
増
や
し
、

１
人
夜
勤
の
解
消
、
人
員
配
置
基
準
の
引
上
げ
を
行
う
こ
と
。
 

健
康
福
祉
 

委
員
会
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受
理
番
号
 
受
理
年
月
日
 

件
 

 
名
 

陳
 情

 提
 出

 者
 

要
 

 
 
旨
 

付
託
委
員
会
 

41
 

5.
11
. 
17

健
康
保
険
証
廃
止
の
中
止

な
ど
を
求
め
る
陳
情
 

横
浜
市
中
区
 

神
奈
川
県
医
療
労
働
組
合
連

合
会
 

執
行
委
員
長
 

下
記
の
事
項
に
つ
き
、
地
方
自
治
法
第
99
条
に
基
づ
く
国
に
対
す
る

意
見
書
を
決
議
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
陳
情
い
た
し
ま
す
。
 

１
 
現
行
の
保
険
証
を
残
す
こ
と
。
 

健
康
福
祉
 

委
員
会
 

42
 

5.
11
. 
22

令
和
６
年
度
に
お
け
る
重

度
障
害
者
医
療
費
助
成
制

度
継
続
を
求
め
る
陳
情
 

川
崎
区
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
川
崎

地
域
腎
臓
病
連
絡
協
議
会
 

会
長
 

令
和
６
年
度
予
算
策
定
に
際
し
、
重
度
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度
に

つ
い
て
、
障
害
児
者
が
負
担
な
く
医
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
陳
情
申
し

上
げ
ま
す
。
 

健
康
福
祉
 

委
員
会
 

43
 

5.
11
. 
22

令
和
６
年
度
に
お
け
る
障

害
児
者
・
透
析
者
を
含
む

移
動
困
難
者
に
対
す
る
通

院
支
援
を
求
め
る
陳
情
 

川
崎
区
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
川
崎

地
域
腎
臓
病
連
絡
協
議
会
 

会
長
 

令
和
６
年
度
予
算
策
定
に
際
し
て
、
障
害
児
者
・
透
析
者
を
含
む
移

動
困
難
者
に
対
す
る
通
院
支
援
が
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
陳
情
申
し
上
げ

ま
す
。
 

健
康
福
祉
 

委
員
会
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受
理
番
号
 
受
理
年
月
日
 

件
 

 
名
 

陳
 情

 提
 出

 者
 

要
 

 
 
旨
 

付
託
委
員
会
 

44
 

5.
11
. 
24

川
崎
市
火
災
予
防
条
例
、

同
火
災
予
防
規
則
、
同
火

災
予
防
事
務
処
理
規
程
等

の
法
令
の
厳
正
な
運
用
に

つ
い
て
の
陳
情
 

宮
前
区
在
住
者
 

川
崎
市
火
災
予
防
条
例
、
同
火
災
予
防
規
則
、
同
火
災
予
防
事
務
処

理
規
程
等
の
法
令
の
厳
正
な
運
用
を
行
う
べ
き
下
記
事
項
に
つ
い
て
陳

情
し
ま
す
。
 

１
 
設
置
後
に
変
電
設
備
を
変
更
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
条
例
の
趣

旨
か
ら
あ
ら
か
じ
め
変
更
を
届
け
出
さ
せ
、
そ
の
計
画
が
条
例
の
規

定
に
適
合
す
る
か
を
審
査
・
検
査
す
る
こ
と
。
 

２
 
消
防
当
局
は
、
早
急
に
、
東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社

に
実
態
調
査
を
指
示
し
、
変
更
届
を
提
出
す
る
よ
う
指
導
し
、
そ
の

全
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
 

３
 
消
防
当
局
は
、
早
急
に
、
実
態
を
把
握
し
、
消
防
情
報
管
理
シ
ス

テ
ム
を
最
新
の
状
態
に
す
る
こ
と
。
 

健
康
福
祉
 

委
員
会
 

-25-



受
理
番
号
 
受
理
年
月
日
 

件
 

 
名
 

陳
 情

 提
 出

 者
 

要
 

 
 
旨
 

付
託
委
員
会
 

45
 

5.
11
. 
29

川
崎
市
立
菅
中
学
校
に
お

け
る
学
習
指
導
要
領
に
反

し
た
学
習
評
価
の
是
正
及

び
不
利
益
を
被
っ
て
い
る

生
徒
の
救
済
を
求
め
る
陳

情
 

多
摩
区
在
住
者
 

ほ
か
 １

名
 

川
崎
市
立
菅
中
学
校

に
お
け
る
保
健
体
育
科
の
学
習
評
価
は
、
知

識
・
技
能
の
割
合
が
大
幅
に
偏
る
（
２
：
８
）
な
ど
、
学
習
指
導
要
領

に
反
し
て
お
り
ま
す
。
 

学
習
指
導
要
領
に
反
し
た
学
習
評
価
は
、
正
し
く
評
価
さ
れ
て
い
る

学
校
の
生
徒
と
比
較
し
不
利
益
が
生
じ
、
生
徒
の
将
来
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
に
加
え
、
学
習
意
欲
の
低
下
、
学
校
・
教
員
と
生
徒
・

保
護
者
と
の
信
頼
関
係
の
喪
失
な
ど
、
悪
影
響
を
与
え
ま
す
。
 

菅
中
学
校
の
保
健
体
育
科
の
学
習
評
価
を
学
習
指
導
要
領
に
の
っ
と

っ
た
学
習
評
価
に
是
正
す
る
と
と
も
に
、
現
在
の
学
習
評
価
の
結
果
に

よ
り
不
利
益
を
被
っ
て
い
る
生
徒
の
救
済
を
速
や
か
に
し
て
い
た
だ
き

た
く
、
陳
情
い
た
し
ま
す
。
 

文
教
委
員
会
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